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針
か
ら
は
遠
く
及
ば
ず
、
二
％

中
盤
に
留
ま

っ
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。

特
に
技
官
女
性(

左
上
表
参

照)

は
、
採
用
数
が
少
な
く
、

五
○
代
で
は

一
人
し
か
在
職
し

て
お
ら
ず
、
現
役
職
の
ま
ま
で

は
、
五
級
昇
格
ま
で
し
か
到
達

し
ま
せ
ん
。

事
務
官
で
は
、
ま
だ
ま
だ
男

性
職
員
と
比
べ
る
と
到
達
級
は

低
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
も
五

・
六
級
役
職
に
在
職
し

て
お
り
、
将
来
の
見
通
し
も
開

け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す

が
、

一
方
で
三
級
役
職
に
在
職

さ
れ
て
い
る
職
員
が
み
え
る
の

も
現
実
で
す
。

今
年
の
四
月
期
人
事
で
も
女

性
職
員
に
広
域
の
配
転
や
転
居

を
前
提
と
す
る
昇
任

・
登
用
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
低
で

も
次
の
人
事
で
は
希
望
地
へ
の

配
転
が
約
束
さ
れ
な
け
れ
ば
、

将
来
設
計
を
描
く
こ
と
は
困
難

で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
府
の

Ｗ
Ｌ
Ｂ
推
進
計
画
に
基
づ
き
、

転
勤
が
昇
任
の
条
件
と
な
ら
な

い
人
事
が
当
た
り
前
と
な
り
、

職
場
の
働
き
方
改
革
と
介
護

・

育
児
等
の
休
暇
制
度
改
善
が
進

ま
な
い
限
り
、
職
員
の
側
か
ら

積
極
的
に
昇
任

・
登
用
要
求
を

提
出
で
き
る
状
況
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

勢
田
局
長
は
、
「
職
員
と
職

員
の
家
族
の
健
康
が
大
切
」
で

あ
る
こ
と
を
表
明
さ
れ
て
い
ま

の
発
令
数
と
な
り
ま
し
た
。

又
、
四
年
前
に
副
所
長
が
初

め
て
発
令
さ
れ
、
よ
り
上
位
の

役
職
に
昇
任

・
登
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
五
級
以
上
の
役
職

に
占
め
る
女
性
の
割
合
を
五

・

八
％
以
上
に
す
る
と
の
政
府
方

下
の
表
は
過
去
二
五
年
間
の

女
性
職
員
の
昇
任

・
登
用
の
発

令
数(

四
月
期
の
み)

と
な

っ
て

い
ま
す
。

六
年
前
の
二
○

一
三
年
に
三

三
人
が
昇
任

・
登
用
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
多
く
て
も
二
○
前
後
の

発
令
数
か
ら

一
・
四
倍
～
三
倍

安
倍
首
相
は

「
女
性
活
躍
時
代
」
を
主
張
し
、
男
性
も
女
性

も
活
躍
で
き
る
時
代
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
中
部
地
整
は
政
府

の

一
員
で
あ
る
と
自
負
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
職
場
は
女
性
が
活

躍
し
て
い
る
と
言
い
切
れ
な
い
状
況
と
な

っ
て
い
ま
す
。
四
月

期
人
事
発
令
に
向
け
て
、
し
っ
か
り
と
女
性
の
昇
任

・
登
用
を

求
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

3 4 5 6 3 4 5 6

60

59 1 1

58 1 2

57 1

56 1 2
55

54 1

53 1 1

52 2

51

50 1

49 1 2 1 2 1 1

48 1

47 4 1 1 2 1 1

46 1

45 1 3 1 2 8

※ 在級はポストの最上位級で判断

事務所係長は４級でカウント
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〈女性職員昇任・登用状況〉   （単位：人）
年　　　　　度 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 99 98 97 96 95

新任係長昇任 20 9 8 7 16 9 21 6 5 7 4 7 6 8 5 3 3 2 1 6 6 6 4 3 3
事務所係長登用 13 15 20 8 13 7 7 4 3 1 4 7 1 2 2 1 4 5 5 4 3 3 3 2 2
(地域対策)専門職 1 1 1 2 3 1 1 8 3 1 1 4
本局係長登用 6 7 6 4 7 4 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1
専門職・専門官 1 2 2 4 3 4 4 1 3 3 5 2 1 3 2 1 3 2 2 2
上席・建設監督官 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
建設専門官等 1 2 1 1 1
管理職 1 1 4 3 1 1 2 4 2 1 2 5 1 2
副所長等 1 1 1
　合　　計 42 36 38 27 42 29 33 13 12 11 13 23 13 19 19 12 14 12 19 23 14 12 11 9 12

す
が
、
職
場
と
職
員
の
家
庭
に

ジ

ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
の
考
え
方

を
広
め
て
い
く
こ
と
も
大
切
な

取
り
組
み
で
す
。
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国
土
交
通
省
の
職
場
で
は
、

過
去
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違

反
を
口
実
に
、
副
所
長
は
同

一

職
場
に

二
年
し
か
在
職
で
き

ず
、
本
人
が
ど
ん
な
に
望
ん
で

も
二
年
で
配
転
を
強
い
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
、
「
内
部
規
程
」

が
地
整
全
体
の
人
事
発
令
に
も

影
響
し
、
四
月
期
人
事
で
配
置

替
等
を
含
む
、
内
示
が
交
付
さ

れ
る
の
は
職
員
の
半
数
に
も
及

び
ま
す
。

そ
の
結
果
、
早
け
れ
ば

一
年

で
異
動
が
あ
り
、
若
い

一
般
職

員
で
は
、
３
回
連
続
で
県
境
を

跨
ぐ
異
動
を
内
示
さ
れ
、
職
務

内
容
も
変
わ
る
た
め
、
仕
事
も

覚
え
ら
れ
ず
に
、
不
安
な
思
い

を
抱
い
て
い
ま
す
。

昭
和
の
時
代
は
、
異
動
後
数

年
は
希
望
地
で
の
勤
務
が
可
能

で
し
た
か
ら
、
子
ど
も
の
成
長

や
進
学
に
併
せ
て
、
広
域
配
転

も
受
け
入
れ
や
す
く
、
生
活
も

安
定
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

現
在
で
は
、
概
ね
二
年
で
の
配

転
と
な
り
、
『
次
に
何
処
に
行

く
の
か
？
』
と
不
安
な
気
持
ち

を
抱
く
職
員
が
増
え
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

か
つ
て
、
昭
和
の
時
代
に
は
、

出
張
所
係
長
が
同
じ
事
務
所

で
、
事
務
所
係
長
に
登
用
さ
れ

る
人
事
が

行
わ
れ

て
い
ま
し

た
。
当
局
も
、
『
同
じ
地
域
に

数
年
、
生
活
で
き
れ
ば
、
生
活

も
安
定
す
る
し
、
業
務
に
も
都

合
が
良
い
』
と
自
負
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

現
在
で
は
、
内
部
昇
任

・
登

用
は
、
極
限
ら
れ
た
職
員
に
し

か
発
令
さ
れ
ず
、
限
定
的
な
内

示
と
な

っ
て
い
ま
す
。

下
の
表
は
、
過
去
二
五
年
の

内
部
昇
任

・
登
用
の
発
令
結
果

と
な
っ
て
い
ま
す
。

当
局
が
身
上
書
の
扱
い
に
つ

い
て
議
題
か
ら
外
し
た
昭
和
の

終
わ
り
の
頃
に
は
、
既
に
内
部

昇
任

・
登
用
は
限
定
的
な
発
令

に
留
ま
り
、
出
張
所
係
長
に
四

級
昇
格
を
発
令
す
る
た
め
に
地

域
対
策
専
門
職
へ
の
昇
任
を
同

一
事
務
所
内
で
発
令
す
る
の
が

精

一
杯
の
状
況
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

し
か
し
、
最
近
は
、
労
働
組

合
の
取
り
組
み
で
発
令
数
も
増

え
、
役
職
も
幅
が
広
が

っ
て
き

て
い
ま
す
。
技
官
で
の
発
令
は

少
な
い
で
す
が
、
発
令
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
ま
だ
ま
だ
、
職

員
の
将
来
設
計
に
取
り
入
れ
ら

れ
る
よ
う
な
状
況
と
は
な
っ
て

い
ま
せ
ん
。

国
交
労
組
で
は
、
地
整
の
職

場
配
置
を
前
提
と
し
て
も
、
単

身
赴
任
を
し
た
ら
、
次
は
希
望

地
へ
の
配
転
を
優
先
的
に
行
う

こ
と
や
、
連
続
を
さ
せ
な
い
等

の
人
事
発
令
で
の
ル
ー
ル
を
作

り
、
職
場
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
ま
す
。

約
束
で
き
な
い
に
し
て
も
、

当
局
の
姿
勢
が
職
員
に
理
解
さ

れ
る
よ
う
な
人
事
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
多
く
の
職

員
が
内
部
昇
任

・
登
用
を
要
求

し
、
子
育
て

・
介
護
や
病
気
療

養
へ
の
配
慮
が
分
か
る
人
事
を

発
令
さ
せ
る
た
め
に
求
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
と
な

っ
て
い
ま

す
。

〈内部昇任・登用状況〉   （単位：人）
年　　　　　度 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 99 98 97 96 95

新任係長昇任 3 1 1 1 1 1 2
事務所係長登用 6 5 1 2 1 1 1
専門職昇任 1 1
地域対策専門職 1 1 2 2 5 2 2 8 6 1 3 7
上席専門職等 1 2 1 1 1 1 1
建設専門官等 1 1 1
管理職 2 2 1 1
　合　　計 12 6 3 5 3 1 3 0 1 0 0 2 2 1 5 5 2 3 9 7 3 6 7 0 0

中
部
地
整
当
局
は
、
「
地
整
の
職
場
は
広
域
に
わ
た
り
、
山

間
僻
地
に
も
あ
る
。
ど
な
た
か
に
行

っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け

な
い
」
こ
と
を
口
実
に
、
職
員
に
広
域
の
転
勤
と
転
居
を
強
い

て
い
ま
す
。
し
か
も
、
人
事
に
約
束
事
が
な
い
た
め
に
、
何
度

も
単
身
赴
任
し
た
り
、
連
続
す
る
広
域
配
転
を
強
い
る
人
事
発

令
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

昭
和
の
時
代
、
当
時
の
中
部
地
建
は
、
『
内
部
昇
任
す
れ
ば
、

同
じ
地
域
で
数
年
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、
地
域
の
実
情
に

明
る
く
な
る
し
、
職
員
の
生
活
も
安
定
す
る
』
と
自
負
さ
れ
て

い
ま
し
た
。


